
中小企業の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談事業、講習会、セミナーなどの事業を中心に、中小企業
の支援を行っている京都発明協会の行事をご案内します。

京都発明協会行事のお知らせ（９～１０月）

〔特許等取得活用支援事業〕「知財総合支援窓口」（近畿経済産業局委託事業）

〔京都府知的財産総合サポートセンター事業〕（京都府委託事業）

「知財総合支援窓口」における支援（無料）
「知財総合支援窓口」では、窓口支援担当者が中小企業等の抱える知的財
産に関する悩みや課題をワンストップで解決できる支援を無料で行いま
す。また、窓口において即座に課題解決ができない場合には、中小企業等
（個人事業主・創業予定の個人を含む）への直接訪問や知財専門家（弁護士・
弁理士等）との共同での支援により課題等の解決を図ります。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-326-0066又は075-315-8686　※詳細なご案内は、京都発明協会のホームページをご覧ください。〔http://kyoto-hatsumei.com/〕

◉日　　　程　毎週月曜日～金曜日（休日、祝日を除く)事前予約制です。
◉相談時間帯　9:00～12:00 ＆ 13:00～17:00
◉場　　　所　京都発明協会 相談室

（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）

事前予約制です。
前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡下さい。

弁理士による知財相談会（無料）
知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契約、海外展開における注意点等の
知的財産全般について無料でご相談に応じます。

※京都発明協会迄お申し込みください。電話：075-326-0066又は075-315-8686

◉日　　　程 ９月  ３日（木）小林 良平 氏　　  ９月２４日（木）大坪 隆司 氏　　１０月  ８日（木）大坪 隆司 氏
　　　　　　　９月  ７日（月）笠松 信夫 氏　　  ９月２８日（月）河原 哲郎 氏　　１０月１５日（木）小林 良平 氏
　　　　　　　９月１４日（月）大坪 隆司 氏　　１０月  １日（木）小林 良平 氏　　１０月１９日（月）河原 哲郎 氏
　　　　　　　９月１７日（木）小林 良平 氏　　１０月  ５日（月）笠松 信夫 氏　　１０月２６日（月）笠松 信夫 氏
◉相談時間帯 13:00～17:00（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）
◉場　　　所 京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象 原則、中小企業・個人事業主・創業予定の個人の方

事前予約制です。
前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡下さい。

弁護士による知財相談会（無料）
知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、侵害警告を受けた場合の対応、知的財産を巡る訴訟、権利活用上の留意点等の知的財
産に関する問題について無料でご相談に応じます。

※京都発明協会迄お申し込みください。電話：075-326-0066又は075-315-8686

◉日　　　程 ９月  ９日（水）拾井 美香 氏　　１０月１４日（水）拾井 美香 氏　
　　　　　　　９月３０日（水）拾井 美香 氏　　１０月２８日（水）拾井 美香 氏
◉相談時間帯 13:00～17:00（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　原則、中小企業・個人事業主・創業予定の個人の方

相談員による“特許等の相談”（無料）
相談員が、発明、考案、意匠、商標等の産業財産権に関するご相談を受け、ご説明いたします。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686

◉日　　　程 毎週金曜日（休日、祝日を除く）事前予約制です。
◉相談時間帯　9:30～12:00 ＆ 13:00～16:30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約制です。予約のない場合、
相談会は開催されませんので、
前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡下さい。

弁理士による“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が、産業財産権に関する様々な事柄について、無料でご相談に応じます。

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686

◉日　　　程 ９月  １日（火）大西 雅直 氏　　  ９月１５日（火）上村 喜永 氏　　１０月２０日（火）久留 　徹 氏
　　　　　　　９月  ８日（火）奥村 公敏 氏　　１０月  ６日（火）河野 　修 氏　　１０月２７日（火）小林 良平 氏
◉相談時間帯 13:00～16:30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）
◉場　　　所　京都発明協会 相談室（京都リサーチパーク内 東地区 京都府産業支援センター２階）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

事前予約がない場合、府内巡回“産業財産権相談会”は開催されませんので、
前日の15:00までにお申し込み下さい。

弁理士による府内巡回“産業財産権相談会”（無料）
弁理士が府内の商工会議所・商工会等で無料の相談会を開催します。お近くの方は是非ご利用下さい。

◉日　　　程   ９月１７日（木）　京北商工会（京都市右京区京北周山町上寺田1-1） 久留 　徹 氏
 １０月１５日（木）　綾部商工会議所（京都市綾部市西町1丁目50-1 ITビル4F） 中村 泰弘 氏
◉相談時間帯　13:30～16:30（相談時間は原則1時間以内とさせて頂きます。）
◉対　　　象　産業財産権に関する相談をご希望の方（どなたでも相談可能）

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

京都発明協会行事のお知らせ

※京都発明協会迄お申し込み下さい。電話：075-315-8686
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お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

無線ＬＡＮはケーブルを使用せず、電波で端末（パソコン等）を接続する方式のネットワークです。端末の設置場所が固
定されないため、現在では多くの場所で活用されています。しかしその利便さの一方で、セキュリティ面に不安なところが
あり、適切な設定をして利用しないと盗聴やパソコンの乗っ取りにあう可能性もあります。そこで今回は無線LAN利用の
基礎知識と、今日からできるセキュリティ対策についてご紹介します。

無線ＬＡＮの危うさと、今日からできるセキュリティ対策

 １ 無線ＬＡＮの長所と短所
長所
●ケーブルを施設する必要がないため、端末の設置場所を固定しな
くて良い。
●駅やホテルのラウンジなどのアクセスポイントを利用すれば、出先
でも手軽にインターネットを利用できる。
短所
●電波の伝送範囲を制限できないため、盗聴の危険がある。
●電波の状態により通信速度が低下したり不安定になることがある。

 ２ 無線ＬＡＮにとっての脅威とその対策
　無線ＬＡＮ環境は、電波による通信のためセキュリティに対する脅威
が有線ＬＡＮよりも増すことを忘れてはいけません。無線ＬＡＮにおけ
る一般的な脅威は以下のとおりです。（図１）
●盗聴
　不正に端末の電波を傍受し、内容を盗み読むこと
●不正アクセス
　許可されていない端末がアクセスポイントに接続し、その先のネッ
トワークに侵入すること

　盗聴に対する対策としては、設置者のはっきりしないアクセスポイ
ントに接続しないこと、また不正アクセスを防ぐには、ユーザー認証や
接続の制限を行うことです。
　そして不正アクセスを察知するには、通信監視ソフト等を使っての
通信ログ（履歴）の定期的なチェック等が有効です。

図１ 盗聴と不正アクセス

 3 今日からできるセキュリティ対策
　今や様々なセキュリティ対策ソフトや対策手法が存在しますが、
比較的簡単にできるセキュリティ対策を２つご紹介します。
　１つ目は、インターネットを利用しない時には無線LANを切断す
ることです。｢そんなことで？｣とお思いになるかもしれませんが、実
は不正アクセス対策としては有効な手段です。
　不正ユーザーが標的とするパソコンに侵入するには、まずその
パソコンの動作状況を観察し、長時間使われていない時を狙って
対象のパソコンを操作することが多いのです。これを防ぐためには、
インターネットを使わないときは、ネットへの接続を一時的にでも
切断すること（図２）が、セキュリティ対策として有効になります。

　２つ目は、インターネットに接続する端末は、中身を見られる可能
性があるという認識を持ち、企業情報や個人情報など重要なデー
タの入ったパソコンをインターネットに接続しないことです。
　公衆無線LANを利用する場合、パソコンやタブレット等の端末は、
同じネットワークに同居することになります。その状況で、ご自身の
パソコンのファイル共有などを許可していると、第三者にファイル
の中身を見られてしまいます。
　これを防ぐためには、公衆無線LAN等に接続するパソコンやタ
ブレットには絶対に重要なデータを入れておかないことです。理想
をいえばインターネット用とデータ保存用のパソコンを別々に使
い分けることですが、１台しか使えない場合は重要なデータは外付
けハードディスクに保存して、こまめに抜き差しすることで同様の
効果を得られます（外付けハードディスクを紛失したりすると本末
転倒ですが）。
　セキュリティ対策としてこれをしたから大丈夫というものはあり
ません。そのため、会社など複数人でLANを利用する環境では、利
用者一人ひとりがセキュリティ意識を高くもつことが必要となって
います。
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図２
インターネットを利用しないときは、
無線LANをこまめに切断する癖を付
ける。
切断するには、通知領域の無線LAN
アイコンをクリック①。
切断ボタンをクリック②


